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Ⅲ　自然人氏名を企業商号として使用した際の
侵害問題についての研究
１．氏名権と商標権との間の衝突問題
２．他人の商標を企業商号として使用した際

の権利侵害の形式及び法律規定
３．氏名の合理的な使用に対する認定

おわりに

はじめに

　本案件は、「2016年中国法院10大知識産権案件」か
ら選定した事例である。最高裁判所は、本案件の判
決において、公民は、合法的な氏名権を享有し、合
理的に自己の氏名を使用することができると明確に
している。しかし、その氏名を商標又は企業商号と
して商業性のある使用をするときは、信義誠実の原
則に違反してはならず、更に他人の権益を損害して
はならないと判示した。本案件は、ビジネス事業の
中で自然人の氏名を企業商号として使用した際の侵
害問題の解決に対して指導性の意義を有する。

Ⅰ　案件の概況

１．基本情報

再審申立人（一審原告、二審上訴人）：北京慶
豊包子舗（中国語表記：北京 丰包子 ）

再審被申立人（一審被告、二審被上訴人）：山
東慶豊餐飲管理有限公司（中国語表記：山 丰
餐 管理有限公司）

判決情報：
一審：山東省済南市中等裁判所（2013）済民三

初字第716号民事判決
二審：山東省高等裁判所（2014）魯民三終字第

43号民事判決
再審：最高裁判所（2016）最高法民再238号民

事判決

２．案件の経緯

　北京慶豊包子舗（以下「慶豊包子舗」という）の
前身は、北京市西城区飲食公司宣内飲食基層店―
―慶豊包子舗であり、2007年７月24日付で関係部門
の許可を経て、その名称を北京慶豊包子舗に変更し
た。北京華天飲食集団公司は、慶豊包子舗の企業管
理部門である。1998年１月28日、北京華天飲食集団
公司は、関係部門の許可を経て商標「慶豐」を登録し、
その商標登録証番号は第1171838号であり、指定役
務は第42類（現在の第43類）のレストラン、一時レ
ストラン、セルフサービスレストランとコーヒー
ショップ等である。2008年８月14日、上述の商標は、
関係部門の許可を経て、登録人の名義を慶豊包子舗
に変更し、その有効期間は、更新を経て2008年４月
28日から2018年４月27日までになっていた。
　2003年７月21日、北京市西城区慶豊包子舗は、許
可を経て、商標「老 丰＋laoqingfeng」を登録し、
その商標登録証番号は第3201612号で、指定商品は
第30類のインスタントラーメン、菓子、パン、餃子、
大餅、饅頭、元宵団子、小豆あん、肉饅頭、パン入
り肉スープである。2008年11月13日、上述の商標は、
許可を経て、その登録人の名義を北京慶豊包子舗に
変更し、その有効期間は、更新を経て2013年７月21
日から2023年７月20日までになっていた。
　山東慶豊餐飲管理有限公司の元名称は、済南慶豊
餐飲管理有限公司であったが、2014年９月３日付で
許可を経て、その名称を山東慶豊餐飲管理有限公司

（以下「慶豊餐飲社」という）に変更した。済南慶豊
餐飲管理有限公司は、2009年６月24日に許可を経て
登録・設立され、その法定代表者は徐慶豊（中国語
表記：徐 丰）で、事業範囲は飲食管理及びコンサ
ルティングであった。慶豊餐飲社は、自社の公式サ
イトに「走進 丰」、「 丰文化」、「 丰精彩」、「
丰新聞」等のコラムを設置し、2009年７月15日から
2012年８月26日までの間、更に吉利餐庁等を含む８
社の企業内食堂を増設した。2010年６月４日、済南
吉利汽車（自動車）有限公司の食堂が開業し、慶豊
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